
平成１５年２月２６日判決言渡平成１２年(ワ)第１８３８１号　謝罪広告等請求事
件 
主　　　　　　　文
１　被告らは，原告らに対し，別紙１記載の記事を，被告株式会社講談社発行の
「現代」誌上に，別紙２記載の条件で１回掲載せよ。
２　被告らは，原告日本放送協会に対し，連帯して，３００万円及びこれに対する
平成１２年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　被告らは，原告甲野太郎に対し，連帯して，１００万円及びこれに対する平成
１２年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　原告らのその余の請求を棄却する。
５　訴訟費用は，これを３分し，その１を被告らの負担とし，その余を原告らの負
担とする。
６　この判決は，第２項及び第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
１　被告らは，原告らに対し，別紙３記載の記事を，被告株式会社講談社発行の
「現代」誌上に，別紙４記載の条件で１回掲載せよ。
２　被告らは，原告らに対し，別紙５記載の謝罪広告を，朝日新聞，毎日新聞，読
売新聞，日本経済新聞及び産経新聞各紙（全国版）の各朝刊社会面に，別紙６記載
の条件で各１回掲載せよ。
３　被告らは，原告日本放送協会に対し，連帯して，１億円及びこれに対する平成
１２年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　被告らは，原告甲野太郎に対し，連帯して，２０００万円及びこれに対する平
成１２年９月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
放送局及びその報道カメラマンである原告らは，雑誌の発行会社及び当該雑誌の編
集責任者である被告らに対し，当該雑誌に掲載された原告らに関する「やらせ」取
材についての記事が原告らの社会的信用又は名誉を毀損するものであるとして，謝
罪広告の掲載及び賠償金の支払を求めている。
１　前提事実（争いのない事実及び証拠（【　】内の数字は書証番号を示す。以下
同じ。）等により容易に認められる事実）
(1)　当事者 
ア　原告日本放送協会(以下「原告ＮＨＫ」という。)は，放送法の規定に基づき設
立された法人であり，国内放送及び国際放送等の業務を行っている。 
　　原告甲野太郎(以下「原告甲野」という。)は，昭和５６年，原告ＮＨＫに入局
したカメラマンであり，平成８年７月から平成１１年７月まで，原告ＮＨＫのバン
コク支局ジャカルタ事務所（以下「ＮＨＫジャカルタ」という。）に駐在し，現
在，報道局映像センターのチーフ・カメラマンである。 
イ　被告株式会社講談社（以下「被告講談社」という。）は，出版社であり，月刊
誌「現代」（以下「『現代』」という。）を発行している。
　被告乙野次郎(以下「被告乙野」という。)は，被告講談社の従業員であり，平成
１２年ころから，「現代」の編集長を務めている。 
(2)　本件記事 
ア　被告講談社は，「現代」２０００年１０月号（平成１２年９月５日発行）の誌
上に，「スクープ！『朝日サンゴ事件』より悪質　違法な爆弾漁法の強行　ＮＨＫ
ジャカルタ支局長が犯した『やらせ』報道が発覚!」という表題（以下「本件記事表
題」という。）の下，全１３頁の記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。 
イ　本件記事には，次のような部分がある。
　①　「『ＮＨＫジャカルタ支局取材班が、『爆弾漁法』の常習犯である現地の漁
師に、現金を渡す約束を事前にした上で、手製の爆弾を二回海に投げさせ、海中で
爆発した後、浮いてきた魚を捕るシーンを撮影し、『ニュース１１』でオンエアし
た』」 
　②　「朝日新聞の写真と記事は沖縄県・西表島沖のサンゴ礁の一部に『Ｋ・Ｙ』
と落書きした犯人に対して、環境保護を強く訴えるものとなるはずであった。とこ
ろが、実際は朝日新聞の写真記者による『やらせ』だったのである。この事件で
は、やらせを行った記者が退社処分に追い込まれただけでなく、当時の南野三郎社
長が引責辞任する大不祥事となった。 
　　　今回発覚したＮＨＫの不祥事は、被害の規模と手口の悪質さにおいて、朝日



事件を上回るものと言えそうだ。」
　③　「この撮影に当たったＮＨＫジャカルタ支局の取材班は、支局長（役職名は
当時、以下同）の甲野氏、助手で通訳を務める現地職員のアリフ氏（仮名）、同じ
く現地職員のカメラ助手のハシコム氏（仮名）の三人。それにガイド役としてイン
ドネシア国立ハサヌディン大学海洋漁業学部の研究調査員で、サンゴ礁研究会を主
宰しているウマル氏（仮名）が同行した。」 
　④　「『やらせ』の主役であるブディ氏（仮名）を探し当てた。」 
　　　「ブディ氏は、ＮＨＫによる『やらせ』取材の経過を次のように話した。
『（中略）私はお金をくれたらやってもいいと思い、一発の爆弾につき七万五千ル
ピア(当時のレート換算で約三千二百円)を要求したら、甲野氏はその通り払うと返
事した。（中略）爆薬に問題があったのか、一発目は失敗した。（完全な爆発シー
ンをどうしても撮りたいから）甲野氏にもう一度投げてくれと言われて、二発目は
うまくいった』」 
　　　「ブディ氏は、『爆弾一発につき七万五千ルピア、二発分で十五万ルピア
を、ウマル氏を通して甲野支局長から受け取った』と証言した。」
　⑤　「八月二十三日朝、ＮＨＫ取材班は（中略）再びウマル氏と会い、甲野氏は
そこで、漁師が爆弾を作るところから、海へ出て爆弾を投げて漁をするところまで
を撮りたいと具体的に要請した。ウマル氏は、『協力してくれる人はいるが、材料
費を含め、五十万ルピアは必要だろう』と答えた。これに対し、甲野氏は『材料費
もすべてＮＨＫが用意するので、必ず実現してほしい』と伝えたという。」 
　⑥　「ＮＨＫ取材班は二十四日の午前中、（中略）ブディ氏らの船団に出会うの
だ。ウマル氏がこう語る。『（中略）『（中略）自然な形で漁をするところを撮影
するのにはかなりの時間がかかる』と甲野氏に伝えた。だが甲野氏は『そんな時間
的余裕はないので、今ここでやってほしい』と言い、ブディ氏の船がたまたま止ま
っていたその場所で爆弾を投げさせることにした。撮影が終了し、爆弾一発につき
七万五千ルピア、二発分で計十五万ルピアを私が立て替えてブディ氏に支払っ
た』」 
　　　「ウマル氏はお金のやりとりについてもこのように述べた。
　　『八月二十四日午後にマカッサルへ戻って、精算をした。ガイド料とブディ氏
に払ったお金十五万ルピアを含めて、八十万ルピアを甲野氏から受け取った。』」
　⑦　「アリフ氏が、ようやく重い口を開いた。 
『甲野氏が、バランルンポ島沖合でブディ氏にお金を払う約束をして、爆弾を二回
投げてもらって現金十五万ルピアを支払ったのは事実です。（中略）』」
　　　「『（中略）甲野氏はブディ氏に爆弾を投げるように頼んだ。ブディ氏は
『お金をくれればやってもいい』と答え、甲野氏は爆弾を投げた後でお金を払うこ
とを承諾した』」
　　　「『（中略）マカッサルに戻り、ウマル氏のガイド料と『やらせ』の報酬を
含めて精算の通訳をした。甲野氏は、ウマル氏がブディ氏に立て替えて支払った十
五万ルピアを含め八十万ルピアを払った』」
　⑧　「甲野氏とウマル氏の二人だけで、話を進めていたのではないか―。そのア
リフ氏が抱いていた疑問を尋ねると、ウマル氏は『私は八月二十三日にすでに、ブ
ディ氏に爆弾漁法の撮影を依頼していた。甲野氏もブディ氏にお金を払わなければ
ならないことを知っていた』と打ち明けた―。」 
　⑨　「甲野氏による『やらせ』の情報は、ＮＨＫの幹部たちも知っていた可能性
が高い。」 
　　　「アリフ氏は（中略）クアラルンプール支局長に、『やらせ』の事実を伝え
た。またＮＨＫを辞めた後、北川四郎会長ら五人の幹部に宛てて手紙を書き、九七
年十一月の手紙では『甲野支局長はスラウェシ島で、爆弾漁法に関してでっち上げ
の映像を創った』などと告発している。」
　　　「『しかし、みんな私の告発を黙殺した。東京から何の返答もない。』」
　　　「『甲野氏が私の忠告を無視して映像を捏造したのは、ＮＨＫの犯罪という
より、彼個人の不祥事だった。しかし、それを内部告発した私を不当解雇し、雇用
問題での交渉を一方的に打ち切った。この『やらせ』問題を調査もせず放置してき
たことで、ＮＨＫ全体の責任が問われている。甲野氏の行為は、良識あるジャーナ
リズムの倫理を傷つけ、貴重なサンゴ礁を壊した。ＮＨＫもそれを糾(ただ)すどこ
ろか隠蔽しようとしている。（中略）』」 
　⑩　「当時ＮＨＫのカメラ助手だったハシコム氏も、われわれの取材に次のよう
に答えた。（中略）『（中略）甲野氏がお金を払わなければ、ブディ氏がＮＨＫの



ために爆弾を投げることは絶対になかったと断言できる。（中略）』」 
　⑪　「ＮＨＫの『やらせ』は今回が初めてではない。（中略）この『ムスタンや
らせ』後に、ＮＨＫは（中略）『やらせ』の再発防止に取り組んだ。しかし、それ
は徹底していなかった。」 
　⑫　「ことはメディアとしての報道姿勢が問われるばかりか、外国の法律に違反
してもいる重大事である。ＮＨＫのこの『やらせ』によって、少なくとも約十五平
方メートルのサンゴ礁が破壊された可能性が高いと、地元の専門家は見ている。」 
ウ　本件記事において仮名とされている「アリフ」，「ウマル」，「ハシコム」及
び「ブディ」は，それぞれ，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤを指している。
(3)　原告甲野らによる取材の経緯 
ア　ＮＨＫジャカルタ
　平成９年当時，ＮＨＫジャカルタの職員は，駐在員である原告甲野，昭和６３年
からリサーチャーとして勤務していたＡ，秘書１名，パートタイマーのカメラ助手
であるＣ及び運転手１名であった。原告甲野がインドネシア語に通じてはいなかっ
たこともあって，取材のための事前の情報収集や取材先との交渉は，ほぼすべてＡ
が行っていた。なお，原告甲野とＡの間の会話は，英語で行われていた。
イ　取材の契機
　　平成９年当時，インドネシア共和国（以下「インドネシア」という。）では，
さんご礁の破壊の被害が激しく，社会問題化しつつあった。当時，さんご礁の破壊
の原因として，爆弾漁，えびの養殖による海洋汚染，建築材料としてのさんごの採
取などが挙げられていた。爆弾漁（ダイナマイト漁）とは，ガラス瓶に薬剤を詰め
て導火線を付けるなどの方法で作られた爆弾を海中で爆発させ，爆発の衝撃によっ
て魚を殺して捕獲する漁である。爆弾漁は，インドネシアにおいて，法によって禁
じられている。
　原告甲野は，インドネシアにおけるさんご礁の破壊やその保護についての取組み
を取材しようと考え，平成９年６月ころから取材を始めた。
ウ　当初の取材活動
　　原告甲野は，平成９年６月，インドネシアの環境大臣による現地調査の様子，
ＷＷＦ（世界自然保護基金）の活動，えびの養殖による海洋汚染の実態などを取材
した。これらに際し，Ａは，事前の情報収集及び交渉を行い，通訳を務めるなどの
役割を果たしていた。
エ　平成９年８月の取材活動
(ア)　原告甲野は，Ａの調査により，爆弾漁を行っている漁民に潜水技術を教える
ことによって漁民をダイバーとして更生させるという試みとして，スラウェシ島の
東南スラウェシ州クンダリにある海軍基地において潜水技術の講習会が行われてい
ることを知った。原告甲野は，これに興味を持ち，この講習の様子を始めとして，
爆弾漁に関する取材を試みることにした。Ａは，ＷＷＦの事務所を通じ，ハサヌデ
ィン大学の研究員であるＢが取材に協力してくれる可能性があるとの情報を得た。
同大学は，スラウェシ島南スラウェシ州の都市マカッサル（別称ウジュンパンダ
ン）所在の国立大学である。Ａが，原告甲野の指示により，Ｂに対し取材への協力
を依頼したところ，同人の協力を得られることになった。 
(イ)　原告甲野は，平成９年８月１８日，上記の講習会及び爆弾漁を取材するた
め，ジャカルタを出発してマカッサルへ赴いた。 
　同日，取材班が宿泊するマカッサルのホテル（ラディソン・ホテル）に，原告甲
野，Ａ，Ｃ，Ｂ及びその助手の学生２名（Ｅ及びＦ）の計６名が集まり，レストラ
ンへ移動して食事をした。原告甲野とＢは，この時が初対面であった。Ｂは，イン
ドネシア語及び地方語しか話さないため，原告甲野とＢは，Ａの通訳を介して会話
をした。
　原告甲野は，レストランにおいて，Ｂに対し，翌日（同月１９日）からクンダリ
での取材に出かけ，同月２３日にマカッサルに戻って爆弾漁に関する取材を続ける
予定であることを伝えた。また，原告甲野は，取材に関し，Ｂに対して５０万ルピ
アを支払った。
(ウ)　原告甲野は，翌日（同月１９日），クンダリへ赴き，海軍が行っている漁民
への潜水講習の様子や，同地の司令官である海軍大佐へのインタビューの様子を撮
影した。原告甲野は，同月２２日までクンダリに滞在し，海軍基地での漁民更生へ
の取組み及びこの研修に参加している漁民らの生活について取材を行った。 
(エ)　原告甲野は，同月２３日午後にマカッサルに戻ってラディソン・ホテルでＢ
と会い，同日中に，取材の下調べのため，カメラを持たずに，バランロンポ島（マ



カッサルから船で約４０分程度の沖合にある小さな島）を訪れた。Ａ，Ｃ，Ｂ及び
その助手のＥは，これに同行した。一行は，Ｂの知り合いである地元の長の案内で
島内を歩き，爆弾漁で指を失った老人や潜水病にかかっている若者の家を訪ねて話
を聞くなどした。 
　　一行は，島からマカッサルに戻った後，レストランで夕食を取った。
(オ)　翌２４日の朝，ＢとＥは，原告甲野，Ａ及びＣを，ホテルのロビーまで迎え
に来た。 
　原告甲野，Ａ，Ｃ，Ｂ及びＥは，同日午前７時半過ぎころ，船着場を出発し，バ
ランロンポ島へ移動した。Ｆは，原告甲野ら一行よりも早く島に到着しており，島
で同原告らと合流した。
　原告甲野らは，前日に面会した若者など潜水病にかかった漁師らを取材したり，
爆弾漁で右手の指を一部失った漁師らが語り合う風景などを撮影したりした。Ｂ
は，原告甲野に対し，爆弾漁は短時間で多くの魚を捕ることができるので金にな
る，漁師らは警察に金を払って見逃してもらっており，逮捕された場合でも金を払
ってすぐに釈放してもらっている，などと説明した。
(カ)　その後，一行は，船でマカッサルに直接戻る予定であったが，誰かの発案で
島の周りを回ってみることになった。 
　一行は，スラウェシ島とは反対側のバランロンポ島沖合に，爆弾漁を生業とする
漁師であるＤを中心とする漁民らの船団を見つけた。船は６隻から８隻くらいあ
り，２人乗りから数人乗り程度の大きさのものであった【証人Ｂ，乙２の１】。Ｂ
が，Ｄと叫ぶようにして会話をして，撮影についてＤの了承を得た後，原告甲野
は，Ｄらが爆弾漁を行う様子を撮影した。Ｄは，３発の爆弾を投げた【証人Ｂ，甲
３７，３８，乙２８】。そのうち１発は，ボンという音を立てて水中で爆発した
が，水面は盛り上がる程度であった。また，１発は不発であった【証人Ｂ，甲３
７，３８，乙２８】。３回目に投げられた爆弾は，大きな音を立てて爆発し，水煙
も高く上がった。漁師たちは，これによって浮いてきた魚を，船の上から又は潜水
して網ですくって集めた。捕った魚を原告甲野らに向かって見せる漁師もいたの
で，同原告は近寄って撮影した。また，同原告は，ＢからＡを通じて船に爆弾が積
まれていることを聞き，Ａ及びＢを通じてＤの了承を得た上，爆弾（ガラス瓶に白
い薬品が詰められ導火線が付けられているもの）を取り出して見せてもらい，この
様子も撮影した（以下，Ｄらの船団に関する一連の撮影を「本件撮影」という。
）。本件撮影の後，Ｂは，船の上から，Ｄに対して５万ルピアを支払った【証人
Ｂ，乙２８】。
(キ)　本件撮影の後，原告甲野ら一行はマカッサルのラディソン・ホテルに戻り，
原告甲野は，Ｂに対し，取材に関する支払をした。 
(4)　番組の放送 
　原告ＮＨＫは，平成９年８月２９日に総合テレビで放映された「ニュース１１」
という報道番組の中で，「ダイナマイト漁からサンゴを守れ」という題名の下，ま
た，同年９月６日に衛生第１放送で放映された「アジア情報交差点」という番組の
中で，「インドネシア　海の恵みを守る」という題名の下，それぞれ(3)の取材によ
り得られた映像を，爆弾漁の様子を含めて放映した。 
(5)　Ａの雇止め 
　Ａと原告ＮＨＫとの間では，昭和６３年に期間を１年間とする雇用契約が締結さ
れて以来，契約更新が繰り返されていた。平成８年に更新された契約は，平成９年
８月３１日に満了することになっていたところ，期間満了の直前に１か月の期間延
長が行われ，同年９月３０日に更に１か月の期間延長がされた。
　平成９年１０月２８日，契約更新についての交渉の席上で，原告甲野は，Ａに対
し，同人との契約を更新しないとの意向を伝えた。
(6)　本件記事掲載の経緯 
ア　本件記事の掲載に当たり，取材・執筆の中心となったのは，社団法人共同通信
社の記者として活動した経験を有し，平成６年から私立大学において教授として勤
務している山田三郎（以下「山田」という。）である。
　山田は，平成１１年８月ころ，東チモールを訪れた際，かねて親交のあったＡか
ら，本件撮影はいわゆる「やらせ」の方法で行われたものであって，その証拠とし
て未編集のビデオテープを持っている，との話を聞いた【証人Ａ，同山田，乙
３】。
　山田は，帰国後もＡからの事情聴取を続けるとともに，「現代」の編集部に親交
のある者がいたので，平成１２年２月ころ，この者に本件撮影の件の取扱いを相談



したところ，同人は，これについて報道対象として関心を示した。その後，平成１
２年５月ころ，「現代」の編集企画として，本件撮影の「やらせ」問題を採用し，
報道に向けて取材を行うことになった。そこで，「現代」編集部は，当時同誌の副
編集長であった西田二郎（以下「西田」という。）を担当編集者と定め，同人及び
山田を中心とする取材班を編成した【乙３，２０】。
イ　山田は，平成１２年８月１日，ジャカルタを訪れ，Ａと面会し，Ａが本件撮影
のマスターテープからダビングをしたビデオテープ（以下「本件未編集テープ」と
いう。）及び平成９年９月６日に放送された番組「アジア情報交差点」の内容を見
たり，Ａから話を聞いたりした【証人Ａ，乙３】。
　山田は，同月２日，助手と共にマカッサルを訪れ，Ｂに対し取材を行った。ま
た，同日中に，Ｂも同道してバランロンポ島を訪れ，Ｄに対し取材を行った。山田
は，翌日（同月３日）にも，Ｂに対し取材を行った。【証人山田，乙１２，１３の
１・２，２８，弁論の全趣旨】
　山田は，帰国後の平成１２年８月１３日ころ，電話でＣに対し取材を行った【乙
３，１５の１・２】。
　西田は，平成１２年８月２２日，原告甲野に対し取材を行った。これに対し，原
告甲野は，「やらせ」による撮影を否定した。
ウ　山田及び西田を中心とする取材班は，本件記事を共同して執筆し，同記事は，
平成１２年９月５日発行の「現代」２０００年１０月号に掲載された。
２　原告の主張　
(1)　本件記事による名誉毀損 
ア　本件記事が伝える意味
(ア)　本件記事では，本件記事表題にも表れているように，原告の「やらせ」報道
が非難されているところ，その内容は，本件記事冒頭の，「ＮＨＫジャカルタ支局
取材班が，『爆弾漁法』の常習犯である漁師に現金を渡す約束を事前にした上で手
製の爆弾を海で爆発させ，海中で爆発した後，浮いてきた魚を捕るシーンを撮影
し，『ニュース１１』でオンエアした」という記述に要約的に示されている。 
(イ)　そして，本件記事においては，その後の本文において，「やらせ」を構成す
る具体的な事実として，平成９年８月２４日の原告甲野らの行動が摘示されている
ところ，その内容は，次のとおりである。 
ⅰ　原告甲野は，インドネシアのバランロンポ島沖合で，漁師に対し，爆弾を投げ
て漁をしてくれたら金銭を支払う旨を約束した。 
ⅱ　この約束に基づき，当該漁師は，爆弾を投てきした。 
ⅲ　原告甲野は，当該漁師が爆弾を投てきする様子を撮影した。 
ⅳ　原告甲野は，ガイド役の研究者を通じて漁師に約束した金銭を支払い，後に，
研究者に対し，立て替えてもらった金銭を返した。 
ⅴ　ⅲの撮影により得られた映像は，平成９年８月と９月の２回にわたって原告Ｎ
ＨＫにより放映された。 
(ウ)　上記の平成９年８月２４日における原告甲野らの行動以外に，本件記事は，
次の事実も摘示している。 
ⅵ　平成９年８月２３日，前記ガイド役の研究者は，原告甲野の依頼に基づき，爆
弾を投てきした漁師に対して爆弾の用意と爆弾漁の撮影を依頼していた。 
　この摘示事実は，海上での「やらせ」に直接結びつくものではない。しかし，翌
日に漁師と会って金銭を渡し爆弾を投げさせたのと同じ漁師に，原告甲野の意向に
より，前日から接触して爆弾の用意と爆弾漁の撮影についての依頼が行われていた
として，翌日の海上での「やらせ」の存在を推認させる重要な事実であり，かつ，
強い非難に値する行為として記述されているのであるから，これも本件記事が伝え
る主要な事実である。
(エ)　したがって，本件記事が読者に伝える主要な事実は，上記のⅰからⅵの内容
ある。 
イ　本件記事の虚偽性
　本件記事の主要な伝達事実である前記アのⅰからⅵのうち，ⅲ及びⅴ以外の事実
は，真実と合致しない虚偽のものである。 
ウ　真実であると信じるについての相当な理由の欠如
　本件記事の作成に当たって参照された資料は，本件未編集テープの内容，平成９
年９月６日に放送された番組である「アジア情報交差点」の内容，平成１２年８月
までにＡ及びＢから事情を聴取した内容，同年８月２日のＤに対する取材結果，及
び同月２２日の原告甲野に対する取材結果が主なものである。



　本件未編集テープ及び「アジア情報交差点」の内容からは，前記のⅰ，ⅱ，ⅳ，
ⅵの事実の有無について判断することはできない。 
　山田らが平成１２年８月に行ったＢ及びＤに対する取材は，もともと重要な点に
ついて質問していないなど不十分なものである上，その時，両名は，ⅰ，ⅳ，ⅵの
点について記事とはむしろ反対の内容の供述をしていた。 
　したがって，山田らが本件記事を執筆した際に，その内容が真実であると信じる
についての相当な理由はなかった。
エ　本件記事による名誉毀損
　本件記事は，原告ＮＨＫのジャカルタ事務所における責任者であった原告甲野が
違法な行為について「やらせ」取材を行ったとするものであるから，報道機関であ
る原告ＮＨＫ及び報道カメラマンである原告甲野の社会的評価を低下させることは
明らかである。
　特に，本件記事は，朝日新聞社の写真記者による「やらせ」として著名であり，
これにより本人である記者が退職したのみならず，当時の朝日新聞社の社長が引責
辞任することになった「朝日サンゴ事件」より悪質であると論評し，原告甲野の行
為の悪質性を強調している。
　さらに，本件記事は，原告ＮＨＫが，前記「やらせ」取材について，その状況を
直接に知る者から告発されたのに，これを無視して「やらせ」取材を隠蔽すること
によって黙認しており，この「やらせ」問題が単に原告甲野の個人的不祥事にとど
まらず，原告ＮＨＫ全体の責任であるとしている。すなわち，本件記事は，原告Ｎ
ＨＫの取材の在り方及び問題発生時の対処の仕方に問題があると論評するものであ
る。加えて，本件記事は，原告ＮＨＫが真摯に反省材料としている過去の「やら
せ」取材問題を引き合いに出し，その反省は全くいかされていないとも論評するも
のであって，原告らに対し最大限の非難を浴びせている。
　したがって，本件記事は，原告両名の社会的評価を低下させるものとして，原告
らに対する信用毀損又は名誉毀損を構成するものである。
(2)　被告らの責任 
ア　被告乙野は，「現代」の編集長として，掲載する記事の内容が真実であること
を確認し，特に記事の内容が他人の社会的評価を低下させるものである場合には事
実確認を徹底すべき義務を負っている。しかし，同被告は，この義務を怠り，原告
らの社会的評価を著しく毀損する内容であることを知りながら，真実と異なる内容
の本件記事を「現代」に掲載した。
　したがって，被告乙野は，原告らに対し，本件記事によって生じた損害を賠償す
る責任を負う。
イ　被告講談社は，その従業員である被告乙野が「現代」を編集するについて第三
者に与えた損害を賠償する責任を負うから，被告乙野の使用者として，また，「現
代」の発行者として，同人が本件記事によって原告らに与えた損害を賠償する責任
を負う。
(3)　救済方法 
ア　訂正・謝罪記事及び謝罪広告
　原告ＮＨＫは，放送法７条に規定された目的を達成するため，事実に基づく適正
な報道に努めてきたものであり，高い取材力に裏付けられた報道の正確性，信頼性
には定評があるところである。このため，原告ＮＨＫ及びその放送は，今日の日本
社会において高い評価を享受している。
　また，原告甲野は，本件記事が問題とする取材時点においては，原告ＮＨＫバン
コク支局ジャカルタ駐在，現在は報道局映像センターのチーフ・カメラマンであ
り，常に適切な取材と正確な事実報道を実行してきたものであって，ジャーナリス
トとして高い評価を享受している。
　ところが，本件記事は，原告甲野がジャーナリストとしての倫理や道理に反する
「やらせ」取材を行い，その上，原告ＮＨＫが，これを隠蔽し，黙認しているとす
るものであって，原告甲野のジャーナリストとしての価値を全否定するとともに，
原告ＮＨＫの放送業務に対する信頼性を根底から覆すものである。
　したがって，本件記事によって毀損された原告両名の社会的信用又は名誉を回復
し，これまでと同等の社会的信用・名誉を原告両名に享受させるためには，本件記
事が掲載された月刊「現代」誌に，別紙３の訂正・謝罪記事を別紙４の条件で掲載
させる必要がある。
　また，原告ＮＨＫは全国放送であるところ，「現代」は，全国で販売されている
ため，朝日新聞，毎日新聞，読売新聞，日本経済新聞及び産経新聞の全国紙５紙



に，別紙５の謝罪広告を別紙６の条件で掲載させる必要がある。
イ　損害賠償
　これまで述べたような被害状況に照らすと，本件では、原告両名に生じた信用毀
損，名誉毀損の損害を賠償し，無形損害又は精神的苦痛を慰謝するためには，前記
の謝罪広告等の掲載だけでは不十分であり，被告らは，損害賠償として，原告ＮＨ
Ｋに対して１億円，原告甲野に対して２０００万円をそれぞれ支払うのが相当であ
る。
(4)　原告らの請求のまとめ 
　原告らは，被告らに対し，民法７０９条，７１０条，７１５条及び７２３条に基
づき，第１の１のとおりの謝罪広告等の掲載並びに賠償金（原告ＮＨＫにつき１億
円，原告甲野につき２０００万円）及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である
平成１２年９月１５日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害
金を連帯して支払うことを求める。
３　被告らの主張
(1)　本件記事の主要な伝達事実 
　　本件記事が読者に伝えた主要な伝達事実は，「原告甲野は，爆弾漁に関する取
材において，爆弾漁の様子を撮影する強い意欲を有していたが，バランロンポ島か
らの帰路，海上で出会った漁師に爆弾投てきを依頼したところ，その漁師から爆弾
を投げるに当たってはその対価として金銭の支払が求められた。原告甲野がこの申
出に同意したところ，漁師は爆弾を２度にわたって投げ，取材班はこの模様を撮影
し，原告ＮＨＫはこれをニュース映像として放映した。コーディネーターは漁師に
約束した金銭を支払い，後に原告甲野はこの立て替えられた金銭をコーディネータ
ーに支払った。」というものである。
(2)　本件記事の報道としての正当性 
ア　本件記事の上記のような意味内容が，原告らの社会的評価を低下させるもので
あるとの原告らの主張は認める。しかし，本件記事は，公共の利害に関する事項に
ついて，専ら公益を図る目的で作成・公表されたものであり，かつ(1)に示した主要
な伝達事実が真実に合致するから，本件記事の公表が原告らに対する不法行為を構
成するものではない。 
イ　本件記事の主要な伝達事実は，(1)のとおりであるが，仮に本件記事の主要な伝
達事実を原告主張のとおりに把握し，前記コーディネーターが，撮影の前日，爆弾
を投てきした漁師に対し，原告甲野の依頼に基づいて爆弾の用意と爆弾漁の撮影を
依頼していた事実を含むとしても，やはりその内容は真実に合致するものである。 
ウ　本件記事は，Ａの供述内容を主要な軸として作成されたものである。Ａは，本
件撮影の過程を問題として原告甲野に批判的な意見を述べたため，同原告により，
長年勤めたＮＨＫジャカルタとの雇用契約を不当に打ち切られ，山田らによる取材
の当時，この雇止めの処分をめぐって原告ＮＨＫと交渉中であった。そのような状
況において，Ａが原告ＮＨＫに対して批判的な供述を行うことは，同人の交渉にと
って不利益に働くことが予想された。それにもかかわらず，Ａは，やらせ根絶とい
う純粋な動機に基づいて，敢然と内部告発を行ったのであり，同人の供述は信用す
るに値するものであった。山田らは，Ａの供述を基に，Ｂ，Ｄ及びＣに対して裏付
け取材を行った。このうち，Ｃの供述はＡの供述内容と一致した。また，Ｄ及びＢ
の供述は，いくつかの点でＡの供述と相違したが，あいまいであったり不自然であ
ったりして，Ａの供述を覆すほどのものではなかった。
したがって，山田らがＡの供述を主要な軸として本件記事を作成したことには，何
らの落ち度もない。
第３　当裁判所の判断
１　本件記事の主要な意味内容
(1)　本件記事の内容が原告らの社会的評価を低下させるものであることは明白であ
り，当事者間にも争いがない。したがって，被告らが本件記事を「現代」に掲載し
たことは，原告らの社会的信用又は名誉を毀損する行為であるといえる。 
　もっとも，名誉毀損については，当該行為が，公共の利害に関する事実に係り，
専ら公益を図る目的に出た場合において，摘示された事実が真実であることが証明
されたとき，又は，その事実が真実であることが証明されなくても，当該行為者に
その事実を真実と信じるについて相当の理由があるときには，不法行為は成立しな
い（最高裁昭和４１年６月２３日第１小法廷判決・民集２０巻５号１１１８頁参
照）。
(2)　そこで，まず，本件において，前記の真実性又は真実と信じるについての相当



な理由の有無が問題となる摘示事実は何か，本件記事の主要な伝達事実ないし意味
内容について検討する。 
ア　本件記事は，本件記事表題，すなわち「スクープ！『朝日サンゴ事件』より悪
質　違法な爆弾漁法の強行　ＮＨＫジャカルタ支局長が犯した『やらせ』報道が発
覚!」との見出しの下に記載されている。 
　そして，本件記事は，「ＮＨＫジャカルタ支局長」すなわち原告甲野の「『やら
せ』報道」の具体的内容として，原告ＮＨＫの報道番組の中で用いられた爆弾漁の
映像を原告甲野が撮影するに当たって，次の事実があったこと（ただし，「コーデ
ィネーター」とはＢのことであり，「漁師」とはＤのことである。）が摘示されて
いる（前記第２の１(2)イ①，④，⑥，⑦）。 
ａ　原告甲野が，インドネシアのバランロンポ島沖合で，漁師に対し，爆弾漁をし
てくれたら金銭を支払う旨を約束し，当該漁師は，この約束に基づいて爆弾漁を行
った。
ｂ　原告甲野は，現地のコーディネーターを通じ，約束した金銭を漁師に対して支
払い，後にこのコーディネーターが立て替えた金銭を清算した。
　したがって，これらは，本件記事の主要な伝達事実ないし意味内容であるといえ
る。なお，上記ａ及びｂの事実は，本件記事が伝える意味として原告らが主張する
ⅰからⅴまでの事実（前記第２の２(1)ア(イ)）にほぼ等しく，被告が本件記事の主
要な伝達事実として主張する内容（前記第２の３(1)）ともほぼ一致する。 
イ　次に，原告らは，本件記事の主要な伝達事実として，上記のほかに，次の事実
を主張する（前記第２の２(1)ア(ウ)のⅵの事実。前記第２の１(2)イ⑤，⑧の記事
内容に対応する。）。 
ｃ　撮影の前日，上記の現地コーディネーターが，原告甲野の依頼に基づき，爆弾
を投てきした漁師に対して爆弾の用意と爆弾漁の撮影を依頼していた。
　上記事実は，原告甲野の「やらせ」による取材そのものではなく，いわばその背
景事情というべきものであるから，前記ａ及びｂの摘示事実と比べれば，その伝達
事実としての重要性は劣るものと解される。しかし，本件記事では，撮影の前日
に，「アリフ氏」すなわちＡが「やらせ」について反対したのに，それを押し切っ
て原告甲野が「やらせ」撮影を強行したとされ【甲１】，本件記事表題ともあいま
って，同原告の行為の悪質性を強調している。したがって，上記事実は，原告甲野
が，Ａの反対にもかかわらず，計画的に「やらせ」撮影を用意したことを表すもの
として，原告らの社会的評価をより一層低下させるものといえる。
　そうすると，上記事実（上記ｃ）も，本件記事の主要な伝達事実ないし意味内容
に含まれるものであると解するのが相当である（以下，上記のａからｃまでの事実
を，それぞれ，「本件摘示事実ａ」「本件摘示事実ｂ」「本件摘示事実ｃ」とい
う。）。
２　本件記事の内容の真実性
(1)　本件摘示事実ａ及び同ｂについて 
ア　本件摘示事実ａに関し，証人Ａは，次の趣旨の供述をしている。
　　Ｄらの船団を見つけた時，原告甲野があれは何をしているのかと聞いたので，
Ａは，これをＢに通訳した。Ｂは，「多分，爆弾漁をしているかもしれない。」と
答えた。撮影ができるかという原告甲野の質問をＡが通訳すると，Ｂは漁師（Ｄ）
にブギス語で尋ねた。Ｂによれば，漁師は，撮影してもよいが，ここには魚がたく
さんいないので材料費を支払ってほしいと言っているとのことだった。Ａがこれを
原告甲野に伝えると，同原告は「ノー・プロブレム」と答えた。
また，本件摘示事実ｂに関し，証人Ａは，次の趣旨の供述をしている。本件撮影の
後にラディソン・ホテルでＢに対する支払をした際（前記第２の１(3)エ(キ)），Ｂ
は，８０万ルピアを要求し，その内訳について，ボートの賃貸料立替分として４０
万ルピア，本件撮影の日及びその前日にＢが取材のため同行しコーディネートを行
ったことに対する報酬が２０万ルピア，食事代やボートの駐船代その他の雑費が５
万ルピア，漁師に支払った金銭が１５万ルピアであると説明した。これを聞いて，
Ａは，原告甲野に対し，Ｂの請求の内訳について原告甲野に説明した上で，８０万
ルピアを支払いますと言い，同原告から金銭を受け取ってＢに渡した。 
イ　そこで，これらの供述の信用性について検討する。
　　Ａは，ＮＨＫジャカルタの取材班の一員として，この取材班が行った本件撮影
に直接立ち会った者である上，本件撮影の対象が爆弾漁という特異な内容のもので
あることからすると，本件撮影の状況に関して知覚や記憶の誤りを犯している可能
性は低いと考えられる。また，同人の当審における供述の内容は，全体として了解



可能であり合理的なものであったといえる。
　　もっとも，証人Ａの証言について慎重に判断することを要請する要因もある。
すなわち，
(ア)　Ａは，昭和６３年からＮＨＫジャカルタに勤務していたところ，平成９年１
０月，原告甲野がＮＨＫジャカルタの責任者であった時に契約更新を拒否されたも
のであり（前記第２の１(5)），この雇止めに関して原告らに対し不満を持っていた
【甲７，８】。Ａは，平成９年１１月２２日付けの原告ＮＨＫ会長らあての書簡
（甲７）において，雇止めに対する不満や原告ＮＨＫに対する要求を記載している
ところ，原告甲野の事務所責任者として不適切な行為の数々を挙げる中で，同年８
月の爆弾漁の取材についても言及している。また，Ａが平成１１年９月１０日付け
で原告ＮＨＫの国際部部長にあてたファクシミリによる書簡（甲８）では，Ａが平
成９年末に賠償金なしに解雇されたことの解決について，１週間以内に返事がない
場合には，この問題を報道機関に公表するほか，本件撮影における原告甲野の倫理
観の欠如や法律違反の実態を暴露するとの内容が記載されている。 
　このように，Ａが，本件撮影についての問題を，自己の雇用問題に関する原告Ｎ
ＨＫとの交渉材料の１つとしていることは，本件撮影の状況に関する証人Ａの供述
の信用性を慎重に判断すべきことを要請する。
　なお，被告らは，Ａが，原告甲野の「やらせ」取材に対して苦言を呈したことを
理由に同原告によって不当に解雇されたものであると主張する。しかし，当該主張
の真否は，結局のところＡの供述の信用性に依存するものであるから，そのような
可能性を念頭に置いたとしても，やはり，上記のような係争の存在は，Ａの供述の
信用性を疑わせる一要素として考慮せざるを得ない。
(イ)　Ａは，本件撮影によって作成されたマスターテープからコピーを作成し，自
己のために所持している（争いがない）。これについて，証人Ａは，証拠として必
要なので作成したもので，手を加えずに必要な部分をそのままダビングしたもので
あると供述する。ところが，このビデオテープには，同じ場面が２回記録されてい
る部分があり【乙２の１】，何らかの意図を持って編集が行われた可能性がないと
は言い切れない。 
ウ　そこで，証人Ａの本件摘示事実ａ及び同ｂに関する供述が他の証拠によって裏
付けられるかどうか検討する。
(ア)　本件撮影によって得られた映像の一部の写し（甲２の１）によれば，撮影の
対象となっている漁民らは，爆弾を投げる前にカメラに目線を送ったり，カメラに
向かって魚を見せたり，船に積んである爆弾を掲げて見せるなど，撮影者に配慮し
て行動しているから，漁民らは，撮影されていることを意識し，かつ積極的に協力
していたものと認められる。しかし，このことは，証人Ａの供述と矛盾しないとい
うにとどまり，これを積極的に裏付けるものではない。 
(イ)　Ｃ作成の陳述書（乙２５）には，Ｄに対して爆弾を投げるように言ったのは
原告甲野であるとの趣旨の記載があり，本件摘示事実ａに関する証人Ａの供述と符
合する。もっとも，陳述書という証拠の性質上，これが直ちにＡの供述を裏付ける
ものであるとはいえない。 
(ウ)　証人Ｂは，海上でＤに撮影への協力を求めたところ，同人が，爆弾の材料費
を負担してくれれば投げてもよいと答えたので，自分がそれを承諾した，このやり
取りは，地方語で行ない，Ｄと自分以外は関与していない，本件撮影の後，Ｄに対
して金銭を支払ったが，この支払について原告甲野に対し清算を要求していない旨
述べて，本件摘示事実ａ及び同ｂを否定する供述をしている。 
　証人Ｂの供述には，全体としてあいまい又は不自然な部分，質問に対して直接に
答えることを避ける態度が散見されることからすると，同証人の供述を細部にわた
って信用することはできない。例えば，Ｂが平成９年８月１８日に受け取った５０
万ルピア（前記第２の１(3)エ(イ)）の趣旨について，その全額が爆弾の製作から爆
弾漁を行うところまでを撮影させてもらうために漁師に対して支払うべき爆弾の材
料費であり，すべて漁師に渡したとの供述や，同月２４日に受けた支払（前記第２
の１(3)エ(キ)）の金額を覚えていない旨の供述は，不自然なものである。 
　また，原告甲野ら取材班が爆弾漁を撮影することができるよう，自分で金銭を支
払ってまで漁師のＤに撮影への協力を依頼した理由について，証人Ｂは，自分の研
究のために爆弾漁の映像を欲していたが，自分ではそのための機材を持っていない
ので，原告甲野ら取材班に爆弾漁の様子を撮影させ，その映像のコピーをもらいた
かったからであると供述する。しかし，Ｂの収入は，平成６年にハサヌディン大学
に採用された際の基本給が月額１２万ルピア余り，平成１２年末の基本給は月額２



９万ルピア余りであった【乙２６の１・２】ことからすると，Ｄに支払った５万ル
ピアは，Ｂにとってかなり高額であったはずである。また，Ｂは，本件撮影の後，
結局映像のコピーを受け取っていないし【証人Ｂ，同Ａ，原告甲野】，映像のコピ
ーを具体的にどのように役立てようと思ったのかについての証人Ｂの供述は，あい
まいである。そうすると，Ｂが自分で５万ルピアを負担して漁師のＤに爆弾漁の撮
影への協力を依頼するという動機に乏しいのではないかとの疑念が生じる。
　しかし，証人Ｂの供述のあいまい又は不自然な部分は，多くはＢが原告甲野ら取
材班からの支払によってどの程度の利益を得たのかに関連する事項である。そうす
ると，あいまい又は不自然な供述が散見されるからといって，直ちに，同証人の供
述を全体として信用することができないものとして排斥すべきではない。
　また，証人Ｂの，映像のコピーを入手できることへの期待が自分で費用を負担し
てまでも漁師のＤに爆弾漁の撮影への協力を依頼した主要な動機であるとの供述
は，信用性に欠けるけれども，さんご礁の破壊について関心を持っていたＢの立場
からすれば，上記のような期待は，動機の１つとして理解することができないもの
とはいえない。
　なお，被告らは，Ｂが大学の研究員ではなく，海洋漁業学部海洋学科の研究所職
員である【乙２６の１・２】ことを理由に，同人がさんご礁及び爆弾漁に関する専
門家であると称していること自体が虚偽であると主張する。しかし，Ａの問い合わ
せに対し，ＷＷＦが爆弾漁に関する取材に協力してくれる可能性のある人物として
Ｂを紹介していること（前記第２の１(3)エ(ア)），平成１３年４月に山田らがＡを
同行してＢに対するインタビューを行った際，バランロンポ島における爆弾漁につ
いてのＮＧＯの取材活動に関し，ＢとＡが共通の認識を持って話し合っていること
【甲２８，２９の各１】，平成１２年８月に山田らがＤに対してインタビューを行
った際及び平成１３年７月に原告代理人がＤに対してインタビューを行った際，Ｄ
が，本件撮影の日，船が近づいて来たので，警察かもしれないと思って逃げようと
したが，顔見知りのＢがいるのが分かったので逃げるのを止めたという趣旨の供述
をしていること【甲３７，３８，乙２８】などを併せ考慮すると，Ｂが，大学にお
ける職業的な研究であるかどうかはともかくとして，バランロンポ島において爆弾
漁について継続的に調査していたことは事実であるものと認められる
。 
　そして，次の事情を考慮すれば，Ｂの行動は，原告甲野の，いわゆる「やらせ」
には加担したくないものの爆弾漁の場面の映像を強く欲しているという意向にでき
るだけ沿い，取材の成果を上げさせることによって，報酬という形での自己への見
返りを期待したものであると考えれば，理解可能なものである。
　すなわち，本件撮影以前に，原告甲野ら取材班は，Ｂに爆弾漁の撮影が可能かど
うか尋ねたところ，Ｂは，爆弾漁がその時々にどこで行われているのかについて事
前には分からないし，爆弾漁は違法な漁なので近づいていくと漁師が逃げてしまう
から撮影は難しい，確実に撮影するためには事前に漁師に協力を依頼しておく必要
がある，自分は爆弾を作る場面と爆弾漁を行う場面の撮影をコーディネートするこ
とができるかもしれないと説明した。原告甲野は，そのためのコーディネートをＢ
に依頼するか少なくとも積極的な態度を示していた。しかし，Ｂの，協力してくれ
る漁師には金銭を支払うことになるとの話などから，取材倫理の点で問題があると
考えられたこと，及び爆弾が爆発するなど不慮の事故が発生する危険性が危惧され
たことから，平成９年８月２３日又は２４日の朝，取材班からＢに対して上記の撮
影の中止を申し入れた。【証人Ａ，証人Ｂ，原告甲野，甲２８及び２９の各１・
３・４，３０及び３１の各２・３，乙２８】
　上記の経緯から，Ｂは，原告甲野の，違法な漁を行う漁師に金銭の支払をしたく
はないが爆弾漁の場面の映像を強く欲しているという意向を十分理解し得たはずで
ある。
　このような事情からすると，Ｂが，Ｄに支払う金銭の負担については，後に原告
甲野からコーディネート料の支払を受けることによって十分補うことができると考
え，Ｄに対して取材への協力を依頼したとしても，不自然であるとまではいえな
い。
　加えて，Ｂは，Ｄに対する支払を自分で負担したと訴訟外で供述したことに関
し，本件訴訟係属後，Ａから，執拗といっても過言ではないほどに，そのようなこ
とを述べればＢが犯罪行為の責任を問われる可能性があるとともに，海洋学の専門
家としての立場を傷つけることになりかねない，漁師に対する支払の責任は原告甲
野にあるという真実を述べるべきだとの趣旨の働きかけを受けている【甲９から１



１まで】。証人Ｂが，それでもなお，Ｄに対する支払は自分で負担したと供述して
いるという事情は，当該供述の信用性を高める要素であるといえる。
(エ)　原告甲野は，本人尋問において，本件撮影の前に船上でＢとＤが話していた
内容はあえて確認していない，Ａが，「甲野さん」と言って撮影を始めるよう手振
りで促したので撮影した，本件撮影後，ラディソン・ホテルでＢに支払った費用
は，本件撮影の日及びその前日の船代のみであるなど，本件摘示事実ａ及び同ｂに
ついていずれも否定する供述をする。原告甲野の供述は，自己の非難されるべき行
為について否定しているという事柄の性質上，直ちに信用することはできないけれ
ども，証人Ａの供述を積極的に裏付けるものではない。 
(オ)　以上を併せ考えると，本件摘示事実ａ及び同ｂに関する証人Ａの供述を信用
するには足りず，他にこれらの摘示事実が真実であることを裏付ける的確な証拠は
ないから，これらの摘示事実が真実であると認めるに足りない。 
エ　もっとも，原告甲野は，前記ウ(ウ)のとおり，本件撮影の前に，Ｂから，確実
に爆弾漁の様子を撮影するためには事前に漁師に協力を依頼しておく必要があると
の説明を受けていたし，爆弾の製作及び爆弾漁を撮影することについて漁師に協力
を求める場合，その漁師に金銭を支払うことになるとの趣旨の話を聞いていたもの
である。 
　　加えて，原告甲野ら取材班がＤら漁民の船団を見つけた際，Ｄらは，まさにそ
の時その場所で漁を行っていたわけではなかった【証人Ａ，同Ｂ，原告甲野，甲３
７，３８，乙２８】。ところが，取材班が船団に近づき，ＢがＤと会話をした後，
その場所で爆弾漁が行われた。
　　このような事情を考慮すれば，原告甲野は，本件撮影の際，爆弾漁の場面のみ
の撮影ではあっても，撮影に対する協力を求める以上，やはり漁師に金銭を支払う
必要があることを認識していたか，又は少なくとも認識することが可能な状況にあ
ったのに，あえて本件撮影を行ったものと認めるのが相当である。
　そこで，このことをもって，本件摘示事実ａと同視することができないかが問題
となる。しかし，本件記事が，単に原告甲野が行った報道のための取材のやり方や
取材の責任者としての姿勢に問題があったというにとどまらず，自ら「やらせ」取
材を強力に押し進めたことを指摘して，原告甲野の行為の悪質性を強調するものと
なっていることからすると【甲１】，上記のことをもって本件摘示事実ａと同視す
ることはできない。
オ　次に，本件摘示事実ｂに関しては，次のような問題がある。
　前記エのとおり，原告甲野は，本件撮影に関して漁師に金銭が支払われることを
認識していたか少なくとも認識し得たものと認められる。このことからすると，平
成９年８月２４日，本件撮影の後，ラディソン・ホテルにおいて原告甲野がＢに対
して取材に関する支払をした際，同原告は，同原告がＢの要求した金銭を支払うこ
とによって，同人が漁師に対して支払い又は支払うことになる費用が埋め合わされ
る結果となることを容易に知り得たはずである（ＢがＤに対して金銭を支払った場
面を原告甲野が目撃していたかどうかについては争いがあるが，仮に目撃していな
かったとしても上記のことが当てはまる。）。すなわち，原告甲野がコーディネー
ター（Ｂ）に支払った金銭が結局漁師（Ｄ）に流れており，原告甲野は少なくとも
これを知り得たはずであるから，このような事情をもって，本件摘示事実ｂと同視
することができないかが問題となる。
　しかし，前に述べたとおり，本件記事が，単に原告甲野が行った報道のための取
材のやり方や取材の責任者としての姿勢に問題があったというにとどまらず，自ら
「やらせ」取材を強力に押し進めたことを指摘して，原告甲野の行為の悪質性を強
調するものとなっていること，加えて，本件記事において，本件摘示事実ｂは，本
件摘示事実ａ（自ら漁師に対して金銭の支払を事前に約束したこと）を前提に，そ
の支払について一時的にコーディネーターに立て替えさせたとの意味を伝えるもの
であるところ，前記のとおり本件摘示事実ａが真実に合致するものとは認められな
いことからすると，上記の事情をもって本件摘示事実ｂと同視することはできな
い。
(2)　本件摘示事実ｃについて 
ア　本件摘示事実ｃについては，平成９年８月２４日にバランロンポ島での撮影を
終えた後，直接マカッサルに戻らずに船で島の周りを回ってみることになった経緯
が不明確であること，容易にＤらの船団を発見していること（前記第２の１(3)エ
(カ)）からすると，あらかじめ何らかの方法で待ち合わせをしていたのではないか
との疑いが生じることを否定することはできない。しかし，証人Ｂ及び原告甲野本



人がこれを否定する供述をしていること，証人Ａが，Ｄは本件撮影の日にＢらが現
れるのを予期してはいなかったように見えたと供述していること，Ｄが，山田ら及
び原告代理人による各インタビューにおいて，Ｂらとは撮影の当日に海上で偶然会
ったものであると述べていること【甲３７，３８，乙１３の１・２，２８】からす
ると，本件摘示事実ｃが真実に合致すると認めるに足りない。 
イ　なお，被告らは，爆弾漁は本来何日も航海して行うものであって，事前に打ち
合わせていなければＤがバランロンポ島の近海にいたはずがないと主張する。しか
し，Ｄらの船団の船がいずれも小型のもので（前記第２の１(3)エ(カ)），何日も航
海するような漁には適していないとみられること，Ｄが，平成１３年７月の原告代
理人による取材の際に，本件撮影の日に原告甲野らと出会った場所で普段からよく
漁を行っていた旨供述していること【甲３７，３８】，Ｂが，平成１３年４月の山
田らによるインタビューにおいて，爆弾漁には，数日間かけて遠くに出かけて行う
ものと，比較的近い場所で日帰りで行うものがあると述べており【甲２９の２】，
証人尋問においてもそのような趣旨の供述をしていること【証人Ｂ】，平成１２年
８月２日に山田らがＢにインタビューを行っている最中に，Ｂが海の方を指して
「遠くにたくさん黒く見えるのは，おそらく爆弾漁を行っている船である」旨述べ
ている【乙２８】ことからすると，原告甲野らがバランロンポ島の近海でＤらに遭
遇したことをもって，直ちに，ＢがあらかじめＤに爆弾漁の撮影を依頼していたと
認めることはできない。 
　　また，Ｃの陳述書（乙２５）には，Ｄらの船団に会った時，漁民らがいたのが
バランロンポ島の海岸からそれほど離れていない場所であったこと及びＢとＤが顔
見知りであったことを理由に，Ｄらの船団と出会ったのは最初から決められていた
ことであると感じたとの記載がある。しかし，当該記載はＣが抱いた印象が述べら
れているものにすぎず，これをもって，本件摘示事実ｃが真実に合致するものと認
めることはできない。
ウ　加えて，被告らは，原告甲野ら取材班がＤらの船団を見つけた正にその時その
場所で爆弾漁を行っていたわけではなかったのに，Ｂが船団に近づく前からそれが
爆弾漁の船であろうと言えたのは，あらかじめ待ち合わせていたからにほかならな
いと主張する。
　しかし，平成１２年８月に山田らがＢに対して行ったインタビューの記録（乙２
８）からは，バランロンポ島の漁民のほとんどが爆弾漁又は毒物を使った漁のいず
れかに従事していることがうかがわれるところ，これを前提とすれば，Ｂが，Ｄら
の船団の外見によって，爆弾漁のために海に出ているところであると判断すること
ができたとしてもあながち不自然ではない。
エ　もっとも，前記（(1)ウ(ウ)）のとおり，原告甲野は，本件撮影以前に，爆弾の
製作及び爆弾漁の撮影をコーディネートすることができるかもしれないとのＢの話
について，Ｂに漁師の協力を取り付けるよう依頼したか又は少なくとも積極的な態
度を示していたが，その後，取材班からＢに対し，そのような撮影の中止を申し入
れたことが認められる。 
　そこで，原告甲野が本件撮影以前にＢに対して漁師の協力を取り付けるよう依頼
していたか又は少なくとも積極的な態度を示していたことをもって，本件摘示事実
ｃと同視することができるのではないかが問題となる。
　しかし，本件摘示事実ｃは，単に原告甲野が本件撮影以前にＢに対して爆弾漁の
撮影についての調整を依頼していたというのみならず，①本件撮影の際の爆弾の投
てきによって生じたさんご礁の破壊という結果が，原告甲野がＡの反対にもかかわ
らず計画的に「やらせ」撮影を用意したことに基づくことを意味する点，②本件撮
影の際に原告甲野がＤに対して金銭の支払を約束したことを当然に裏付ける点も，
原告らの社会的評価を低下させるものとして重要な意味を有するものである。 
　そうすると，原告甲野が本件撮影以前にＢに対して漁師の協力を取り付けるよう
依頼していたか又は少なくとも積極的な態度を示していたことをもって，本件摘示
事実ｃと同視することはできない。
(3)　小括 
　以上によれば，本件記事の主要な伝達事実を構成する摘示事実は，いずれも真実
に合致するものとは認められない。
３　真実であると信じるについての相当な理由
(1)　記事作成のための資料 
　本件記事の作成に当たって参照された資料は，本件未編集テープの内容（乙２の
１），平成９年９月６日に放送された番組である「アジア情報交差点」の内容（甲



５），平成１２年８月までにＡ及びＢに対して取材した内容，同年８月２日のＤに
対する取材結果，同月１３日ころにＣに電話で取材した内容，及び西田が同月２２
日に原告甲野に対して取材した結果が主なものである【証人山田，乙３，２０，弁
論の全趣旨】。
(2)　各資料の内容 
ア　本件未編集テープの内容からは，前に判示したとおり（２(1)ウ(ア)），本件撮
影の対象となっている漁民らが，撮影されていることを意識し，かつ積極的に協力
していたことを判断することができる。 
イ　前記「アジア情報交差点」の内容からは，本件撮影によって得られた映像が，
当該番組に用いられていることを判断することができる【甲５】。
ウ　山田らが平成１２年８月までにＡに対して行った取材において，同人は，本件
摘示事実ａ及び同ｂについてほぼこれを裏付ける供述をしたものと認められる【証
人Ａ，同山田，乙３，６，８の１・２，１４の１・２】。
エ　山田がＣに対して同年８月１３日ころに電話で取材した内容についての直接の
証拠はないが，同人の陳述書（甲２５）の内容に近い回答を得たものと推認され
る。すなわち，同人は，Ａの供述に矛盾しない供述をするとともに，本件撮影当時
のＤとの遭遇について，あらかじめ決められていたものであるとの印象を持った旨
供述したものと推認される。
オ　平成１２年８月までに山田らがＢに対して取材を行った際，Ｂは，海上で偶然
Ｄにあった際，同人が爆弾の材料費を負担してくれれば投げてもいいというので，
自分がそれを承諾したものであるところ，このやり取りについては原告甲野は知ら
ないと思う，本件撮影の後，自分でＤに対する支払を行い，この支払について原告
甲野に対し清算を要求していない旨述べたものと認めるのが相当である【乙１３の
１・２，２８】。証人山田は，当時Ｂが本件摘示事実ｂに相当する事実を認めたと
供述するが，平成１２年８月の取材時の記録（乙１３の１・２，２８）にも，平成
１３年４月及び９月の取材時の記録（甲２８，２９の各１から４まで，３０，３１
の各１から３まで）にも，Ｂのそのような発言は記録されていないことからする
と，証人山田の当該供述は採用することができない。
カ　平成１２年８月２日に山田らがＤに対して行った取材において，同人は，次の
ような供述をしたものと認められる。①海上で魚の多い場所を探している時，偶然
にＢらと出会った。②Ｂから，日本のＮＨＫの人が撮影したがっているので協力し
て欲しいと言われた。③爆弾は３発投げたが，１つは不発だった。Ｂから，爆発し
た爆弾１発につき２万５０００ルピアという計算で，爆弾の材料費として５万ルピ
アの支払を受けた。 
キ　平成１２年８月２２日に西田が原告甲野に対して取材をした際，同原告は，本
件摘示事実ａから同ｃまでについて否定した（前記第２の１(6)イ）。 
(3)　真実であると信じるについての相当な理由 
ア　以上によると，山田らは，Ｂ，Ｄ及び原告甲野がそれぞれ反対の供述をしてい
る部分が存在するにもかかわらず，基本的にＡの供述に沿って本件記事を作成した
ものと認められる。
イ　山田らは，本件記事作成の時点で，Ａが原告ＮＨＫと雇用の問題をめぐって係
争関係にあったことを知っていたのであるから【乙３，２０】，Ａの供述の信用性
については，慎重に判断すべきことが要請されていたというべきである。
ウ　本件未編集テープの内容からは，本件撮影の対象となっている漁民らが，撮影
されていることを意識し，かつ積極的に協力していたことが判断できる。
　　この点，爆弾漁は違法な行為であって（前記第２の１(3)イ），通常，違法な行
為については，行為者は撮影されることを嫌うものであると考えられることからす
ると，漁民らが撮影に積極的に協力していることから，撮影に当たって金銭を支払
う約束があったのではないかと推測することは，あながち理由のないことではな
い。 
　しかし，山田らは，Ｄに対する金銭の支払の約束が，Ｂの通訳を通じて原告甲野
が行ったものであるのか，Ｂが独自に行ったものであるのかに関し，山田らの取材
に対するＡとＢの供述に食い違いがあることを，本件記事の執筆時に認識していた
はずである。
　また，山田らは，平成１２年８月２日に自らＤに対する取材を行っており，その
際に同人の自宅においてある爆弾漁用の爆弾の撮影もしていることからすると，Ｄ
が違法行為を撮影されることについて極めて慎重というわけではないことも認識し
ていたはずである。



　そうすると，本件未編集テープによって，平成１２年８月までのＡに対する取材
内容が裏付けられたと判断することには，相当な理由があるとはいえない。
　　また，山田は，平成１２年８月１３日ころにＣを電話で取材しているが，Ｃと
の連絡はＡが取り付けたものであって【乙１５の１・２】，Ａの影響を受けて供述
している可能性もあるから，慎重に取り扱うべきものであるし，その内容も，Ａの
供述と矛盾しない供述をしていたものと推認されるにとどまる（前記(2)ウ(ウ)）か
ら，Ｃに対する取材内容をもってＡの供述が裏付けられたと判断することにも相当
な理由があるとはいえない。 
エ　以上によれば，本件記事作成の当時，本件記事の主要な伝達事実が真実である
と信じるについて相当な理由があったものと解することはできないというべきであ
る。
４　論評の正当性について
　本件記事においては，本件記事の主要な伝達事実が真実であることを前提に，原
告甲野の行動について，「朝日サンゴ事件より悪質」などと論評するなどして，そ
の悪質性を強調している。また，原告ＮＨＫの取材の在り方及び問題発生時の対処
の仕方についても，過去の「やらせ」取材問題の反省が全くいかされていないなど
と論評して，厳しい非難を加えている。
　しかし，前に判示したとおり，本件記事の主要な伝達事実が真実に合致するもの
とは認められず，本件記事の主要な伝達事実が真実であると信じるについて相当な
理由があったものとも認められない。そうすると，本件撮影の際の漁師Ｄによる爆
弾の投てきが爆弾の材料費を支払うとの約束のもとに行われたものであり，かつ，
少なくとも原告甲野は漁師に金銭が支払われることを知り又は知ることができたは
ずであったから（前記２(1)エ），原告甲野の取材の方法や撮影責任者としての行動
に問題があったとは評価し得ることを考慮しても，本件記事における上記のような
論評は，論評として正当なものとはいえない。 
５　被告らの不法行為責任の存否についての小括
　以上のとおり，本件記事の主要な伝達内容は，真実に合致するものとは認められ
ず，また，本件記事の作成者がその作成に当たり本件記事の主要な伝達内容が真実
に合致すると信じるについて相当な理由があったものとも認められない。
　そうすると，被告乙野が，「現代」の編集責任者として，本件記事を「現代」２
０００年１０月号に掲載したことは，原告らに対する不法行為に当たる。したがっ
て，被告乙野は，原告らに対し，不法行為責任を負う。
　また，被告講談社が本件記事が掲載された「現代」誌を発行したことは，原告ら
に対する不法行為に当たる。したがって，同被告は，原告らに対し，被告乙野の上
記行為について使用者責任を負うとともに，被告講談社自身の上記行為について不
法行為責任を負う。
６　損害回復の方法
(1)　金銭的賠償について 
　　本件記事が「現代」に掲載されたことにより，原告らはその社会的信用を傷つ
けられ，原告甲野については相当の精神的苦痛を被ったものと認められる。
　「現代」が全国で発売されていること，本件記事が全１３頁にわたるものである
こと，本件記事の内容が原告らを強く非難するものであること，関係者の証言を引
用する形式により記事内容が真実であることを読者に強く印象づけるものであるこ
と【甲１】，もっとも，前記のとおり本件撮影には報道のための取材として問題が
あったと評価し得ること等，本件に顕れた諸事情を考慮すれば，被告らに対し，原
告ＮＨＫの社会的信用の低下に対する損害賠償として３００万円，原告甲野の社会
的信用の低下及び精神的苦痛に対する損害賠償として１００万円の支払を命じるの
が相当である。
(2)　訂正・謝罪記事及び謝罪広告について 
　　本件記事が，日本全国で発売されている「現代」誌上に掲載されたこと，その
他これまでに認定説示した本件記事による原告らに対する名誉毀損の態様及び性質
を考慮すると，原告らの名誉を回復するため適当な処分として，「現代」誌上に謝
罪記事を掲載することを命じることが必要かつ適当である。
　そして，本件記事の主要な伝達事実，及び本件撮影の経緯について本件の審理に
おいて証明された事実その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると，被告らに対
し，別紙１記載のとおりの謝罪記事を別紙２の条件で掲載することを命じるのが相
当である。
　なお，本判決の言渡し及び上記の「現代」誌上への謝罪記事の掲載により，原告



らの名誉は相当程度回復すると考えられること，原告ＮＨＫは，本件記事が掲載さ
れた「現代」誌が発行されるより前に，全国放送の報道番組において，Ｂが本件撮
影は「やらせ」ではなかったと語る場面を放映しており【乙３０の１・２】，これ
によって，本件記事の内容の真実性について原告らが否定していることが相当程度
周知されたと考えられることなどを考慮すると，原告らの名誉の回復のために，本
件記事が掲載された媒体である「現代」誌上への謝罪記事の掲載に加えて，原告ら
が求める日刊紙５紙の誌上への謝罪広告の掲載が必要であると認めることはできな
い。
７　結論
原告らの請求は，被告らに対し主文のとおりの謝罪記事の掲載及び賠償金の支払を
命じる限度で理由がある。
　　　　　東京地方裁判所民事第４５部
　　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　春　　　日　　　通　　　良
　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　岸　　　　　　　日　出　夫
　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　塚　　　田　　　奈　　　保
（別紙１） 　　　　　　　　　訂　正　と　お　詫　び
　当社は、本誌二〇〇〇年一〇月号（平成一二年九月五日発行）に、「スクープ！
『朝日サンゴ事件』より悪質　違法な爆弾漁法の強行　ＮＨＫジャカルタ支局長が
犯した『やらせ』報道が発覚！」という表題の下、日本放送協会のジャカルタ事務
所の責任者であった甲野太郎氏が、インドネシア共和国沿海において爆弾を用いた
漁の様子を撮影したことに関する記事を掲載いたしました。
　しかし、右の記事には、甲野様が、「爆弾漁法」の撮影の前に、自ら漁師に対し
て金銭の支払を約束したことなど、真実であることが確認できない内容が含まれて
おりました。
　また、本件記事においては、日本放送協会の取材の姿勢及び体質が非難されてお
りますが、坂本氏による爆弾漁の撮影に関する記載が不正確であったことからする
と、右の非難も、行き過ぎとの批判を免れないものでありました。
　ここに、貴殿らに対しお詫びいたします。
　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　株式会社　講　談　社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 「現代」編集長　乙　野　次　郎
日　本　放　送　協　会　　殿
甲　　野　　太　　郎　　　殿
（別紙２）
１　掲載する誌面は活版最終頁とする。
２　年月日は記事掲載の日を記載する。
３　「訂正とお詫び」という見出しの文字は８ポイントゴシック体，本文の文字は
８ポイント明朝体とする。
　　　　　　　　　訂　正　と　お　詫　び
　当社は、その発行する月刊「現代」誌二〇〇〇年一〇月号に、「スクープ！『朝
日サンゴ事件』より悪質　違法な爆弾漁法の強行　ＮＨＫジャカルタ支局長が犯し
た『やらせ』報道が発覚！」と題する記事を掲載いたしましたが、右記事で述べら
れた、甲野様が違法な爆弾漁法を強行し、「やらせ」報道を行ったとの事実はあり
ませんでした。謹んで訂正いたします。また、当社は、右の誤った事実に基づき、
日本放送協会の取材姿勢、並びにその体質を批判しましたが、これも根拠のない誤
ったものでありました。
　「現代」編集部では、事実確認を怠り、右のような記事を掲載してしまったもの
であり、これにより著しく貴殿らの名誉を毀損いたしました。
　ここに貴殿らに対し衷心よりお詫び申し上げるとともに、今後は、このような誤
った記事を掲載しないよう事実確認を徹底することを誓います。
　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　株式会社　講　談　社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 「現代」編集長　乙　野　次　郎
日　本　放　送　協　会　　殿



甲　　野　　太　　郎　　　殿
（別紙４）
１　記事の大きさは横４分の１とする。
２　掲載する誌面は活版最終頁とする。
３　年月日は記事掲載の日を記載する。
４　「訂正とお詫び」「株式会社講談社」「『現代』編集長乙野次郎」「日本放送
協会殿」「甲野太郎殿」の各文字は８ポイントゴシック体，その他の文字は８ポイ
ント明朝体とする。
（別紙５）
　　　　　　　　　お　　詫　　び
　当社は、その発行する月刊「現代」誌二〇〇〇年一〇月号に、「スクープ！『朝
日サンゴ事件』より悪質　違法な爆弾漁法の強行　ＮＨＫジャカルタ支局長が犯し
た『やらせ』報道が発覚！」と題する記事を掲載いたしましたが、右記事で述べら
れた、甲野様が違法な爆弾漁法を強行し、「やらせ」報道を行ったとの事実はあり
ませんでした。また、当社は、右の誤った事実に基づき、日本放送協会の取材姿
勢・並びにその体質を批判しましたが、これも根拠のない誤ったものでありまし
た。
　「現代」編集部では、事実確認を怠り、右のような記事を掲載してしまったもの
であり、これにより著しく貴殿らの名誉を毀損いたしました。
　ここに貴殿らに対し衷心よりお詫び申し上げるとともに、今後は、このような誤
った記事を掲載しないよう事実確認を徹底することを誓います。
　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　株式会社　講　談　社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 「現代」編集長　乙　野　次　郎
日　本　放　送　協　会　　殿
甲　　野　　太　　郎　　　殿
（別紙６）
１　謝罪広告の大きさは２段・横１０センチメートルとする。
２　年月日は謝罪広告掲載の日を記載する。
３　「お詫び」「株式会社講談社」「『現代』編集長乙野次郎」「日本放送協会
殿」「甲野太郎殿」の各文字は８ポイントゴシック体，その他の文字は８ポイント
明朝体とする。


